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改正道路交通法

第 63条の 11

1 自転車の運転者は、乗車用

ヘルメットをかぶるよう努め

なければならない。

2 自転車の運転者は、他人を

当該自転車に乗車させるとき

は、当該他人に乗車用ヘル

メットをかぶらせるよう努め

なければならない。

3 児童又は幼児を保護する責

任のある者は、児童又は幼児

が自転車を運転するときは、

当該児童又は幼児に乗車用ヘ

ルメットをかrs~iら せるよう努

めなければならなしヽ。

あなたの命を守ります


